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１海洋の自由の弁証法的進化

海洋の自由は，歴史ある学説と慣行に基づいて確立した国際法の法則である．米国の独

立，フランス革命など政治的自由の発展に続いて，画期的漁業条約が1818年米英の間に，
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また1839年仏英の間に締結され,海洋の自由と国際協同を助長した.1)シカゴ大学名誉教授

RobertMHutchins等は，国際協同が世界連邦に発展することを期待し，1947年世界

憲法草案の前文に「人類の生存に必要な四大要素一土地。水。空気。エネルギーは人類

共同の財産である」と宣言した．海洋は人類共同の財産に属する．国際連合の国際法委員

会は，海洋法の註釈（1956）の中に｢海洋の自由は国際社会にとって至上の重要性をもつ」

また「大陸棚の上の水域における完全な自由の原則を擁護することは，委員会が決定的重

要性を有すると考えている目標である」と述べ，強く海洋の自由を支持している.2）

海洋の自由は，固より無制限の自由ではあり得ない．近代技術の進歩に伴い，無制限の

自由の弊害が増大し，各国が享有する海洋の自由は，互に両立することを脅かされるに至

った．ＩｍｍａｎｕｅｌＫａｎｔに倣って言えば,各国の自由が他の各国の自由と普遍的法則に従

って両立する状態が正義である.3)正義に合致するためには，海洋の自由は普遍的法則に従

って制限されなければならない．そのように制限された自由は，自由という点において無

制限の自由と同一である．然し制限されている点において，それは無制限の自由と同一で

ない．自由と正義との間には，このような弁証法的関係がある．そして海洋の自由は，近

代技術の進歩に伴い，無制限の自由から制限された自由へ,弁証法的進化をするのである．

海洋の自由の弁証法的進化は，その自由が普遍的法則に従って制限されることによって

実現する．すべての国は，全体の利益のために各自の自由を制限しなければならない．共

同の責任に基づき相互に他国の自由を制限しなければならないと言ってもよい．

これに反し，もし一国が資源保存の責任を他国と共にすることなく，自国の漁業独占区

域を拡張するとすれば，海洋の自由の弁証法的進化はもたらされない．そのような独占漁

業区域の拡張は，すべての国の享有する自由が互に両立することを脅かし，海洋の自由を

否定するものである．

そのような海洋の自由の否定の実例は：海洋の主権に関するチリ一国大統領宣言(1947）

ペルー国大統領令（1947)，コスタリカ国法律（1948)，韓国大統領宣言（1952)，ソ連邦の

ピョートル大帝湾の内海宣言（1957)，インドネシア国の領海宣言,その他である．諸国は

そのような独占海域の拡張に抗議した．海洋の自由を擁護するため，海洋の自由を否定す

る主張を否定したのである.4）

２．最大の持続的漁獲の法則

海洋の生物資源が獲り尽される危険を避けるため，最大の持続的漁獲の法則は，生物資

源が年々増殖する限度において年々これを漁獲し，その増殖する限度をこえて漁獲しては

ならないとしている．この法則は，すべての国が必ず従わなければならない生物学的理由

を有し，またすべての国の利益に合致する．従ってこの法則は，海洋の自由を制限してそ

の弁証法的進化をもたらす普遍的法則である．

すべての国は，最大の持続的漁獲の法則の如何なる制度にも，平等の立場で参加するこ

とができなければならない．なぜならばすべての国は，海洋の生物資源一人類の共同財

産一の保護につき，共同の責任を負っているからである．もし海洋の生物資源を保護す

るための或る制度が，すべての国の共同の責任を認めることなく，すべての国が平等の立

場でこれに参加することを認めないものであるならば，その保護制度は普遍的法則に反す

る．そのような保護制度の極端な例は，一国が漁業独占区域を拡張する場合に見出される
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が，既に述べたように，それは海洋の自由の否定である．

１９５６年の日ソ漁業条約は，最大の持続的漁獲に関する普遍的法則を歪めている．この条

約によれば，両締約国は資源の保護制度に,形式においては平等の立場で参加しているが，

実質においてはそうでない．この条約は北西太平洋の公海漁業の象に関するものである．

ソ連は，公海のサケ漁業を行なわず，自国の領海に産卵のため回帰するサケを漁獲して，

この条約が規定する制限の適用を免かれることができる．サケの漁獲に関する厳しい制限

は，公海における日本の漁業だけに適用される．

最大の持続的漁獲の法則を実際に行なうことは，固より容易なことでなく，特に海洋の

特定の資源につき，最大の持続的漁獲の具体的数量を見出すことが難かしい、北西大西洋

漁獲条約（1949)，全米熱帯マグロ委員会設置条約（1949)，暫定オットセイ保護条約（19

57）など現行条約の或るものは，それぞれの資源の最大の持続的漁獲を可能にするための

科学的調査を目的として締結されている．

３ ．自発的抑止の法則

日米加漁業条約（1952）の基本法則は，その前文に宣言されているように，海洋の自由

と最大の持続的漁獲の法則である．自発的抑止の法則は，この海洋自由の法則を最大の持

続的漁獲の法則に従って制限する条件と事項を具体的に定めるため，この条約により規定

されたものである．自発的抑止の法則によれば，或る魚種の資源がその最大の持続的漁獲

の限度まで既に他国によって漁獲されている場合には，従来その海区の公海でその魚種の

漁業を実質的に行なっていなかった国は，新にその漁業に参加することを自発的に抑止し

なければならない．

この法則に従い，日本とカナダはベーリング海東部のアラスカ沖公海においてサケの漁

獲を自発的に抑止し，日本はまたベーリング海を含む北太平洋の米国およびカナダ沖公海

において，サケ，＝シンおよびオヒョウの漁獲を自発的に抑止した．但しアラスカ沖公海

のニシンについては，1960年以来日本の自発的抑止は解除され，またベーリング海のオヒ

ョウについては，効力を発生してはいないが，1962年国際北太洋漁業委員会は日本の自発

的抑止を解除する勧告を採択した.5）

然し自発的抑止の法則は，国際法の法則としては認められていない．1958年国際連合の

海洋法会議の際，米国とカナダは，海洋法の規定の中に自発的抑止の法則を設けることを

共同提案したが，討議の後これを撤回した.6）

元来，自発的抑止の法則は生物学的理由に乏しい．生物学の立場から言えば，締約国の

或るものに自発的抑止を勧告し国籍によって漁業者を差別待遇することは無用である漁

獲が資源に及ぼす影響は，漁業者の国籍に拘わらない．総漁獲量の制限，漁獲物の体長制

限，漁具漁法の制限など，生物学的理由によって必要な措置を合理的に実行しさえすれば，

資源保護の目的は達せられる．

サケ資源を有効に保護するためには，できるだけストック毎に漁獲を規制する必要があ

り，従ってストックが互に交錯する公海でサケを漁獲するのは危険であるという説があ

る.7)もし科学的に証明された場合には，この説は漁具漁法を制限する根拠となるであろ

う．然し国籍により漁業者を差別待遇する根拠にはならない．これを混同することは，論

理の誤りといわなければならない．
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以上述べたことは，自発的抑止が無意義だというのではない．曽て行なわれた自発的抑

止の慣行が今日もはや無意義になったという証拠は無い．１９３７年１１月米国政府は「サケ

漁業のように一国の国民によって樹立された産業が,他国の国民によって破壊されるのを，

公正な立場では放置できないということは，穏健な正義の原則と認められなければならな

い」と声明した.8)日本政府はこれに応えて翌1938年３月「国際法に基づき享有する諸権

利の問題に累を及ぼすことなく，．…･……･民間漁船がサケ漁業の目的をもってプリストル

湾地方に赴むこうとするものに対し，当分の間，自発的に許可証の発給を差控える」と発

表して，アラスカ沖のサケ漁業を自発的に抑止した．日米加漁業条約は，この戦前の慣行

を義務として規定したのである．

米国政府がアラスカのサケ資源の管理と研究のため支出した費用は，1957年までの30年

間に$18,000,000をこえるという．またアラスカのサケ業界が負担した額は,同年までの１０

年間に，ブリストル湾のサケ資源の生物学的研究費の承で＄800,000をこえるという.9）の

承でなく仮に日本または他の国が，新にアラスカ沖公海のサケ漁業を始めるとすれば，ア

ラスカ系サケの年々持続可能な漁獲量を維持しようとする限り，米国は自国民のサケ漁獲

量を減らさなければならない．日米加漁業条約の真の狙いは，そのように重大な経済的損

害が発生することを防止することであったと思われる．

然しながら自発的抑止の法則は，自発的抑止の行為と区別されなければらない．日米加

漁業条約はこれを混同し，誤って最大の持続的漁獲の法則が自発的抑止の法則の根拠であ

り，従ってまた自発的抑止の行為の根拠であるとした．然し既に述べたように，最大の持

続的漁獲の法則が自発的抑止の根拠であるとするのは誤りである．自発的抑止の法則は，

そのような生物学的根拠を有しない．のみでなく，すべての新来の漁業者を，公海の広い

区域に亘り，特定の漁業から締め出すことは，漁業独占区域の拡張と同様に，海洋の自由

を否定する一つの形態であると思われる．自発的抑止の行為は，日米加漁業条約に規定さ

れているような自発的抑止の法則によって理由づけされるものでなく，次に掲げる法則に

よってのみ理由づけられるであろう．

４．最小の普遍的抑制の法則

ここに提案する最小の普遍的抑制の法則は，経済的理由によって生ずる漁業上の紛争を

防止し，または解決するものである．この法則は，或る場合には或る海域の漁業に関する

自発的抑止の行為の根拠となることがある．この法則において最小とは，自由が基本的法

則である限り，その制限は必要ある最小のものでなければならないことを意味する．また

普遍的抑制とは，すべての国がこれに従わなければならない理由のある制限を意味する．

或る国が漁業独占区域を拡張して，他国の自由を制限する場合には，それが最小の制限で

あると主張されているとしても，普遍的抑制ではあり得ない．そのような自由の制限と区

別して，すべての国が従う理由のある最小の自由の抑制を，最小の普遍的抑制と称する．

漁業の自由の最小の普遍的抑制には,例えば次のものが含まれる：技術の進歩した国が，

その技術によって，技術的後進国の漁業を脅やかすことなく，特定の資源の漁獲に新に参

加しようとする国が，その参加によって，従来その漁獲に従事していた国を脅やかすこと

なく，沿岸国が，漁業の利益を独占して，非沿岸国の漁業を脅やかさないこと．これを逆

に言えば，技術的後進国が，将来の発展の準備のため，必要の限度をこえて他国の漁業を
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妨げることなく，特定の資源の漁獲を従来行なっていた国が，自国の利益のため，他国を

その漁業から締め出すことなく，非沿岸国が，無制限に沿岸国の領海に近づいて，沿岸国

の漁業を圧倒することがないようにすることである．

現行の漁業条約の或るものは，経済的理由から生ずる漁業上の紛争を避けるため，すな

わち最小の普遍的抑制の法則の目的を達成するため，必要な規定を設けている．例えば：

ブレザー河系サケ漁業に関する米英条約（1930）によれば，国際サケ漁業委員会は，両

締約国の漁民によって漁獲される毎年の漁獲高ができるだけ精密に均分されるように，漁

業を規制しなければならない（第７条)．

国際捕鯨取締条約（1946）は，国際捕鯨委員会が母船の国籍を制限し，または締約国に

対し特定の割当量を定めることを，明示的に禁止していることを特色とする（第Ｖ条２．

c)．この規定により，南氷洋における一漁期のピケ鯨総捕獲頭数の国別分配は，関係国の

自由競争･の結果に委されてきた．

然し自由競争の激化に直面して，この条約加盟の５カ国政府は，この条約とは別に，南

氷洋捕鯨規制取極（1962）を協定し，一漁期の総捕獲頭数の国別割当を定めた．それによ

れば1965～66年漁期までの４年間，割当は原則として日本33％，ノルエー32％，ソ連

２０％,英国９％，オランダ６％である．

最小の普遍的抑制の具体的内容は，それぞれの海域のそれぞれの漁業につき一様でない．

資源の性状，技術の優劣，漁業の慣行，経済事'情など，条件が異なるに従い，それぞれの

漁業に適用される抑制の事項，方法，程度などは異ならなければならない．北東太平洋，

北西太平洋，インド太平洋並に大西洋の漁業につき，経済的原因から生ずる紛争を防止し

または解決するために，最小の普遍的抑制の具体的かつ正確な事項，方法および程度を見

出す調査を，協定に基づいて実施することは，国際社会における今日の急務である．（1963.

6.15）

註（１）TheConventionrespectingFisheries,BoundaryandtheRestorationofS1aves,１８１８

（Ｕ､Ｓ,StatutesatLarge,vol､８）は，領海３浬の原則を条約に規定した世界最初のもの

であり，FisheriesConvention,１８３９はヨーロッパで最初のものである．

註（２）YearbookofthelnternationalLawCommission,1956.vol,ＩＬＤｏｃｕｍｅｎｔＡ/3159,
ＩＩＩＣｏｍｍｅｎｔａｒｙｔｏｔｈｅａｒｔｉｃｌｅｓｃｏｎｃｅｒｎｉｎｇｔｈｅｌａｗｏｆｔｈｅｓｅａ，ＰａｒｔｌｌＨｉｇｈＳｅａｓ・

IIIContinentalshelf（４）およびArticle68Commentary(2)参照．

註（３）ImmanuelKant,MetaphysikderSitten,Leipzigl922､ErsterTeil，Metaphysische
AnfangsgrmdederRechtsrehre,§Ｃ（S､３５）：EinejedeHandhmgistrecht,ｄｉｅoder

nachderenMaximedieFreiheitderWillkiireinesjedenmitjedermannsFreiheit

nacheinemallgemeinemGesetzezusammenbestehenkann・

註（４）Ｕ､Ｎ・LegislativeSeries,vol､1,1951.にチリー，ペルーその他諸国の宣言等あり．拙
著，公海漁業の国際規制，1959.に韓国，インドネシア，ソ連の宣言等および日本のこれに

対する抗議あり．米国の対ソ連抗議については，PressReleaseNo，１１６，Marchl958参

照．

註（５）１９５９年１１月北太平洋漁業国際委員会は，条約附属害の修正勧告を採択し，１９６０年５月２４

日発効して，ニシン漁業の自発的抑止区域は「カナダの地先沖合およびファン・デ・フカ海

峡入口より南の米国地先沖合の条約区域」となる．次で１９６１年11月同じく修正勧告が採択

され，１９６２年４月２日発効して，ニシン漁業の自発的抑止区域は「カナダの地先沖合の条

約区域」のみとなる．

1962年11月オヒヨウおよびニシン漁業の自発的抑止区域の修正勧告が採択されたが，未
だ効力を発生していない，
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註（６）Ｕ､Ｎ､ＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｎｔｈｅＬａｗｏｆｔｈｅＳｅａ,1958.0田cialRecords,vol・ＩＩａｎｄｖｏ1.Ｖ．

参照．米国とカナダの共同提案（A/CONF､１３/C､３/L､６９）は撤回され，その代案（A／
ＣＯＮＦ､１３/C､３/L､８８）が委員会で採択されたが．それも本会議で否決された（O髄cial
Records,Vol.ＩI,ｐ､４７)．、

註（７）Ｕ､Ｎ,ＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｎｔｈｅＬａｗｏｆｔｈｅＳｅａ,1958.0髄cialRecords,vol.Ｉ・Document

A/CONF､１３/３．

Ｕ、Ｓ、PressReleases，Ｎｏ．1150,Marcｈ２６，１９３８．註（８）Ｕ,Ｓ､PressReleases,No.1150,1Ｖ

註（９）ｏｐ・Cit､DocumeutA/CONF・ユ3/3．


